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利用規約	 

	 

有限会社エイチ・シー・エフ（以下、当社）は、当社が運営する当社のキッチンスタジオ

（以下、施設という。）の利用について、以下の通り本規約を定めます。	 

	 

（規約範囲と変更）	 

第１条	 本規約は、施設の利用に関し、当社および利用者に適用するものとし、利用者は

本規約を誠実に遵守するものとします。	 

２	 当社が別途当サイト上における掲示またはその他の方法により規定する個別規定

および当社が随時利用者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。	 

３	 当社は利用者の承諾なく、当社の独自の判断により、本規約を変更する事があり

ます。この場合、当施設の利用条件は変更後の利用規約に基づくものとします。当

該変更は、予め当社に通知したアドレス宛の電子メール、当サイト上の一般掲示ま

たはその他当社が適当と認めるその他の方法により通知した時点より効力を発する

ものとします。	 

４	 規約の変更に伴い、利用者に不利益、損害が発生した場合、当社はその責任を一

切負わないものとします。	 

	 

（施設の利用目的）	 

第２条	 当施設は原則キッチンスタジオとし、料理に関する利用目的とします。ただし当

社が利用者との相談の上、当社が認めた場合は除きます。	 

	 	 ２	 当施設の利用に当たり、次に掲げる事項に該当する場合、利用申し込みの前後を

問わず、当社は利用を断る事ができることとします。その際、利用者に不利益、損

害が発生した場合、当社はその責任を一切負わないものとします。	 

	 	 （１）特定の宗教、思想、政治等の目的で利用すること	 

	 	 （２）各種法令等に抵触する又はその恐れがある行為のために当施設を利用すること	 

	 	 （３）公序良俗に反する団体、その関係者	 

	 	 （４）ヌード、及びそれに類する撮影等で利用すること	 

	 	 （５）当社所定の「キッチンスタジオ利用申込書及び同意書」における利用目的の記

載内容と異なった目的で利用すること	 

	 	 （６）当社が周囲（施設内の他の利用者・近隣施設・近隣住民）に迷惑を及ぼす又は

その恐れがあると判断した場合	 

	 	 （７）未成年者のみの利用及び学生のみで利用すること	 

	 	 （８）施設の利用権を第三者へ譲渡、転貸する場合	 
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	 	 （９）当社の判断で施設の運営上支障があると判断した場合	 

	 

（仮予約）	 

第３条	 当社が次に掲げるすべての事項を完了した時点で施設の仮予約が成立することと

します。	 

（１）	 当社は利用希望者からお問い合わせの後、施設利用に関する当社所定の「御

見積書」を電子メールにて利用希望者へ送ることとします。	 

（２）	 当社は当社と利用希望者が利用日時、利用目的、利用金額に合意した場合、

当社所定の「キッチンスタジオ利用申込書及び同意書」「利用規約」「御請求書」

「施設の利用に関する注意事項」を電子メールにて利用希望者へ送ることとしま

す。	 

	 

（本予約）	 

第４条	 利用希望者が当社の次に掲げるすべての事項を完了した時点（以下、「利用者」

という）で施設の本予約が成立することとします。	 

（１）利用希望者は第３条（２）で受け取った当社所定の「御請求書」に基づき、当

社が指定する日までに当社指定の金融機関へ振り込む方法により施設利用料を

支払うこととします。	 

（２）利用希望者は第３条（２）で受け取った当社所定の「キッチンスタジオ利用申

込書及び同意書」へ必要事項を記入の上、当社が指定する日までに提出するこ

ととします。	 

（３）当社は同条（１）（２）が履行されたことが確認できた時点で利用者へ当社所

定の「キッチンスタジオ利用予約票」を電子メールにて送ることとします。	 

２	 前項に定める当社が指定する日までに利用希望者からの連絡なく、前項（１）（２）

が不履行の場合、利用希望者が仮予約のキャンセルしたことと見做します。	 

	 

（施設の利用可能日及び利用可能時間）	 

第５条	 施設の利用可能日及び利用可能時間は以下に掲げる事項とします。	 

	 	 （１）	 利用可能日	 

	 	 	 	 	 	 お盆年末年始を除く毎日	 

	 	 （２）	 利用可能時間	 

	 	 	 	 	 	 午前９時～午後９時まで	 

	 	 ２	 当社は施設の運営上の都合により同条（１）（２）を変更することができること

とします。	 
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（施設利用に関する問い合わせ可能日及び問合せ可能時間）	 

第６条	 施設利用に関する問い合わせ可能日及び問合せ可能時間は以下に掲げる事項とし

ます。	 

	 	 （１）	 問い合わせ可能日	 

	 	 	 	 	 	 日曜・祝日・お盆年末年始を除く毎日	 

	 	 （２）	 問合せ可能時間	 

電話による方法	 午前９時３０分～午後６時３０分まで	 

電子メールによる方法	 毎日	 

	 	 ２	 当社は施設の運営上の都合により同条（１）（２）を変更することができること

とします。	 

	 

（施設の利用料金・支払方法）	 

第７条	 施設の利用料金、支払方法については以下に掲げるとおりとします。	 

	 	 （１）施設の利用料金は当社が別途定める「施設の利用料金」のとおりとします。	 

	 	 （２）本予約のキャンセル料金は当社が別途定める「施設の利用料金」のとおりとし

ます。	 

	 	 （３）利用料金及びキャンセル料金の支払方法は当社が指定する銀行口座へ利用者が

振り込む方法で行うことします。なお、振込手数料は利用者負担とします。	 

	 	 （４）本予約のキャンセルの際、当社が利用者へ返金する金額が生じた場合は利用者

が指定する銀行口座へ振り込む方法で返金することとします。なお、振込手数料

は利用者負担とします。	 

	 	 （５）金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収証に代えることとします。

領収証の発行を希望する利用者は予め、当社へ申し出ることとします。	 

	 	 ２	 本予約後に利用者が支払うべき料金が発生した場合は、前項に準ずることとしま

す。	 

	 	 ３	 前項の場合、利用者は当社指定の期日までに、当社からの請求金額の入金がない

場合、年率１０％の遅延損害金を支払うこととします。	 

	 

（キャンセルポリシー）	 

第８条	 施設の利用の取り消しについては当社が別途定めるキャンセル料を支払うことと

します。	 

	 	 ２	 本予約後、利用者の都合により利用日時の変更の申し出があった場合は、当該本

予約をキャンセルしたことと見做しキャンセル料が発生することとします。	 
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（利用者の責務）	 

第９条	 利用者は施設の利用にあたり、以下に掲げる事項を遵守することとします。	 

（１）利用者は常に善良なる管理者の注意をもって施設を利用することとします。	 

（２）利用者は、当社が定める利用規約及び関係法令の定める事項を自ら遵守すると

ともに利用者の使用人、作業員等関係者、入室者等に対しても遵守させることと

します。	 

（３）利用者は利用者の責任と負担において必要な損害賠償保険、傷害保険等に加入

することとします。	 

（４）当社が別に定める「施設の利用に関する注意事項」を遵守することとします。	 

	 

（立ち入り）	 

第10条	 当社または当社が指定する者は、利用者が施設を利用中であっても施設に立ち入

り、施設を点検し、必要に応じて、適宜処置を講じる事ができることとします。	 

	 

（免責事項）	 

第11条	 不測の事態、盗難、機械の破損及び怪我など施設内で発生した利用者側の損害に

関して当社は一切責任を負わないこととします。	 

	 	 ２	 利用者、利用者の関係者、来場者間で起きたトラブル、損害等に関して当社は一

切責任を負わないこととします。	 

	 	 ３	 施設運営上の都合により当社から仮予約・本予約を取り消し又は利用の停止を行

うことができ、その際に生じた利用者の損害に関して当社は一切責任を負わないこ

ととします。この場合、施設の利用料金及びキャンセル料金は発生しないこととし

ます。	 

	 

（損害賠償）	 

第12条	 利用者または利用者の使用人、作業員等関係者、入室者等が施設及びその備品、

壁、床等を含む一切について、毀損、破損、紛失等により損害が生じた場合、利用

者がその損害を賠償することとします。	 

	 

（個人情報の利用）	 

第13条	 当社は利用者の個人情報について、法令に定める場合など正当な理由があるとき

を除き、利用者の許可なく、その情報を第三者へ開示・提供しないこととします。ま

た、流出・改ざんなどを防止するための合理的な安全策を講じ個人情報の適切な利用

と保護に努めることとします。	 
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（関係官公庁等への届出）	 

第14条	 施設の利用に際して必要な法令に定められた関係官庁への届出および許可申請等

や関係機関への届出等は、利用者の責任と負担で行なうこととします。	 

	 

（準拠法等）	 

第15条	 	 本利用規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。また、

当社と利用者及び利用希望者、利用者の関係者等との間で生じた紛争については大

阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。	 

	 

	 

	 

制定日：平成27年７月10日	 

	 

有限会社エイチ・シー・エフ	 
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